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第２節 保健福祉部の機構と業務内容 

        
１．職員の状況 

（平成１５年４月１日） 

区  分 事務吏員 技術吏員 技術員 合 計 備   考 

定   員 １４ １７ ０ ３１  

現 在 員 １９ １６ ０ ３５  

福
祉

相
談

チ
ー

ム
 

経営企画グループ ５ ２ ０ ７ 
経営企画ｸﾞﾙｰﾌﾟの

なかに部長、ﾁｰﾑﾏﾈｰ

ｼﾞｬ１を含む。 

 

健康増進ｸﾞﾙｰﾌﾟの

なかにﾁｰﾑﾏﾈｰｼﾞｬ１

を含む。 

生活支援グループ １２ ２ ０ １４ 

子育て支援ｸﾞﾙｰﾌﾟ ２ ２ ０ ４ 

保
健

衛
生

チ
ー

ム
 

健康増進グループ ０ ６ ０ ６ 

衛生指導グループ ０ ４ ０ ４ 

※ 職種別内訳 一般事務１６名、医師１名、保健婦７名、放射線技師１名、管理栄養士１名、 

  獣医師２名、薬剤師２名、セラピスト１名、心理判定員１名、いなべ市構成４町

から各１名派遣 

 

２．組織及び業務  

 

保健福祉部長 清水 博 

 

福祉相談チーム福祉相談チーム福祉相談チーム福祉相談チーム 

マネージャー 日江井 幸治 

―経営企画グループ―経営企画グループ―経営企画グループ―経営企画グループ     

  リーダー主幹 安藤 友頼 

  主幹 清水 恵子  

  主査 伊藤 裕通 

 
 
 
 
―生活支援グループ―生活支援グループ―生活支援グループ―生活支援グループ 

  リーダー主幹 谷口 味治夫 

  主査 宮嵜 純二 

  主査 伊藤 正美 

 

 

 

 

 

 

―子育て支援グループ―子育て支援グループ―子育て支援グループ―子育て支援グループ 

   リーダー主幹 小野崎 政一 

 主査 下田 勝彦 

• 保健医療計画に関すること 
• 医療免許の申請に関すること 
• 人口動態統計に関すること 
• 災害救助に関すること 
• 団体支援（日赤、共同募金）に関すること 
• ヘルシーピープルみえ・２１事業 
 
• 生活保護の実施 
• 知的障害者福祉に関すること 
• 身体障害者福祉に関すること 
• 精神保健福祉に関すること 
• 介護保険・老人福祉に関すること 
• 社会福祉施設整備に関すること 
• 難病対策に関すること 
• 原子爆弾被爆者対策に関すること 
• バリアフリーに関すること 

 
• 児童相談・母子福祉に関すること 

• 保育所運営費負担金、特別保育、少子化対策に関

すること 

• 養育医療・育成医療に関すること 

• 未熟児訪問指導事業、虐待予防ケア事業 

• 母子相談、女性相談に関すること 
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保健衛生チーム保健衛生チーム保健衛生チーム保健衛生チーム 

マネージャー 坂井 温子              

―健康増進グループ―健康増進グループ―健康増進グループ―健康増進グループ 

  リーダー主幹 中津 正行 

  主幹 栗原 喜代子 

      主査 田中 裕子 

主査 仲川 むつみ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

―衛生指導グループ―衛生指導グループ―衛生指導グループ―衛生指導グループ 

リーダー主幹 永田 克行 

      主査 三木 惠弘  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

３．健康相談、デイケア日程表（平成１５年度） 

 

（１）結核、エイズ相談 

 

名   称 日     時 

 エイズ相談・採血 毎週 火曜日       (１３：００～１４：３０）           

 骨髄バンク登録 毎週 火曜日(９：３０～１１：００）事前に予約が必要 

 結核健康相談 第１、３週 木曜日    （１５：００～１６：００） 

  ◎留意点 結核健康相談は定期外検診及び管理検診  

 

（２）在宅精神障害者社会復帰事業（デイケア等） 

 

名   称 日     時 

はまぐり会 毎月第１，３，５，金曜日 (９：３０～１５：００) 

ホワイトルーム 毎週  火、水曜日    (９：３０～１５：００) 

 

 

 

 

 

• 健康づくり対策に関すること 
• 保健栄養対策に関すること 
• 地域保健対策に関すること 
• 歯科保健対策に関すること 
• 医学生・看護学生の実習に関すること 
• 結核医療、結核予防に関すること 
• 感染症対策に関すること 
• 感染症発生動向調査に関すること 
• エイズ相談・検査に関すること 
• 医療法の手続きに関すること 
• 施術所・歯科技工士、衛生検査所に関すること 
• 献血、骨髄バングに関すること 
• 県職員健康管理、研修指導に関すること 

 
• 食品衛生に関すること 
• 理容、美容、クリーニングに関すること 
• 旅館、公衆浴場、興行場に関すること 
• 調理師、理美容師、クリーニング師、薬剤師等免

許に関すること 
• 医薬品、劇毒物に関すること 
• 畜犬に関すること 
• 衛生害虫に関すること 

 
 
 


